
入 本L公 告 (建設工事 )

次のとお リー般競争入札に付 します。

第 37号 令和 6年 4月 18日
契約担当官

航空 自衛隊第 5航空

会計隊長 越智

1 工事概要

(1)工 事 名 #88防 水改修工事

(2)工事場所 航空 自衛隊下甑島分屯基地

(3)工  期 契約締結 日～令和 7年 3月 31日
(4)本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

2 競争参加資格

(1)予算決算及び会計令 (昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)

第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
(2)防衛省における令和 5・ 6年度一般競争 (指名競争)参加資格 (以下「防衛省競

争参加資格」という。)の うち、「建築一式」、「塗装」又は「防水」で級別の格付
を受けていること。

(会社更生法 (平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法 (平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けて
いること。)

(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者 ((2)の再度級別の格付を受けた者を除

く。)でないこと。

(4)防衛省競争参加資格の「建築一式」に係る等級 (防衛省競争参加資格の資格審査

結果通知書 (以 下「資格審査結果通知書」という。)の記 3の等級)が A～D等級又

は、「塗装」、「防水」に係る等級がA～ C等級であること。

(5)一般競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。)、 申請書記載の競争参加

資格確認資料 (以下 「資料」という。)及び資格審査結果通知書の提出期限の日か

ら開札の時点までの期間に、熊本防衛支局から、工事請負契約等に係る指名停止等
の措置要領について (防整施 (事)第 150号 28.3.31)に 基づく指名停止を

受けていないこと。

(6)入札に参加 しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関

係がないこと (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外
の構成員である場合を除く。)。

(7)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよ

う要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

3 入札手続等

(1)担当部隊等

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新 田 19581
航空 自衛隊第 5航空団 (新 田原基地)会計隊契約班 高橋

TEL 0983-35-1121(内 線 5735)
FAX 0983-35-1805
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(2)入札説明書等の交付

ア 交付期間

令和 6年 4月 18日 から令和 6年 5月 10日 まで (行政機関の休 日に関す る法

律 (昭和 63年法律第 91号)第 1条第 1項に規定する行政機関の休 日 (以 下「行

政機関の休 日」とい う。)を除く。)の毎 日、午前 8時 15分か ら午後 5時
イ 交付場所

(1)に 同 じ

ウ 交付書類

入札説明書、仕様書、申請書、資料、その他、契約担当官が必要 と認めるもの。
工 交付方法

手交又は郵送

なお、仕様書については、公告 とともに公示 している場合は、新田原基地ホー

ムページの調達情報から入手可能である。

(3)申請書、資料及び資格審査結果通知書の提出期限等

ア 提出期限

令和 6年 5月 10日  午後 1時 00分
イ 提出方法

持参又は郵送

(4)入札書等の提出期限等

ア 提出期限

令和 6年 5月 17日  午後 1時 00分
イ エ事費内訳明細書の提出

工事費内訳明細書についても、入札書 と同時に提出するものとする。

ウ 提出方法

持参又は郵送等

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かん し、入札書を入れた封

筒の表に 「入札書在中」 と朱書きす る。 さらにこれ らを 1つの封筒に入れて封か

ん し、封筒の表に工事名、開札 日時及び商号又は条称を記載の上、提出す る。ま

た、一般競争参加資格確認通知書 (入札説明書第 6項第 4号に示すもの)又はそ

の写 しを提示する。

(5)開札の 日時及び場所

ア 日時

令和 6年 5月 21日  午前 10時 30分
イ 場所

航空 自衛隊新田原基地司令部庁舎 lF入札室

その他
手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

入札保証金

免除

契約保証金

免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約に係る

証券による保証を付するものとする。 (契約不適合特約 (1年間)を付したものに

限る。)こ の場合の保証金額は、請負代金額の 10分の 1(予決令第 86条の調査

を受けた者との契約については10分の3)以上とする。

入札の無効

次に掲げる入札は無効とする。

4
(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(12)

(13)

(1())

(11)

ア 本公告に示 した競争参加資格のない者の した入札

イ 申請書、資料を含む提出書類に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札に関する条件に違反 した入札

落札者の決定方法

予決令第 79条の規定に基づいて作成 された予定価格の制限の範囲内で最低の価

格 をもって有効な入札を行った者を落札者 とす る。ただ し、落札者 となるべき者の

入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合 した履行がなされないお

それがあると認 められるとき、又はその者 と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認 められるときは、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって入札 した他の者の うち、最低の価格 をもって入

札 した者を落札者 とす ることがある。

落札者 となるべき者の入札価格が予決令第 85条の規定に基づいて作成 された基

準 (以 下「調査基準価格」とい う。)を下回っている場合は、予決令第 86条の調査

(以下 「低入札価格調査」 とい う。)を行 うので、協力 しなければならない。

入札後、契約を締結す るまでの間に、都道府県警察か ら暴力団関係者 として防衛

省が発注する工事等か ら排除す るよう要請があ り、当該状態が継続 している有資格

者 とは契約を行わない。

契約書作成の要否

要

適用する契約条項

本工事は、航空 自衛隊標準契約条項建設工事請負契約条項、適用契約条項及び暴

力団排除に関する特約条項 (工事契約書)を適用する。

資料のヒア リングを行 う場合がある。

関連情報を入手するための照会窓 口

3(1)に 同じ。

競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加

2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者 も 3(3)に より申請書

及び資料を提出することができるが、競争に参加す るためには、開札の時において

当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認 を受けていなければならない。

詳細は、入札説明書による。



入  本L 書

工事名 (業務の名称):#88防 水改修工事

入札金額 :¥

上記の金額をもって工事に係る入札及び契約心得・契約条項を承諾の上、入札します。

令和 6年 5月 21日

契約担当官

航空 自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

住    所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 理 人 氏 名

注 :金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

ヽ



令 和 6年 5月 21日

委  任  状

受任者

私は上記の者を代理人と定め、下記工事 (業務)の入札・見積に関する権限を委任し

ます。

工事名 (業務の名称):#88防 水改修工事

委任者

住    所

商号又は名称

役    職

代 表 者 氏 名

契約担当官

航空 自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

営業所等名

職

名

役

氏

言ロ
ロL」



仕  様  書

1 件  名  : #88防 水改修工事

2 工事場所  : 航空 自衛隊 下甑島分屯基地

3 工事概要  : 屋根及び外壁塗膜防水改修

4 工事内容及び数量 (基準 )

施 工 内 容 仕 様 等 数  量

外壁塗膜防水改修 RC造 塗膜防水材 337面

外壁 クラック延長 RC造 Uカ ッ トシール 109. 2n■

屋根塗膜防水改修 折板屋根 塗膜防水材 579. 6 nf

建具改修 窓及び扉枠共 かぶせ工法 12箇所

空調用配管、BOX塗装 鉄鋼面 塗膜防水材 7.9ポ
5 -般 共通事項

(1)準拠図書等

本工事は、本仕様書によるほか、次の関係規定により施工するものとする。

ア 国土交通省大臣官房官庁 「公共建築工事標準仕様書」

イ 国土交通省大臣官房官庁 「公共建築改修工事標準仕様書」

ウ 国土交通省大臣官房官庁 「公共建築設備工事標準図」

工 国土交通省大臣官房官庁 「営繕工事写真撮影要領」

オ 国土交通省大臣官房官庁 「建築保全業務共通仕様書」

力 防衛省制定 「土木工事共通仕様書」

キ その他関連法規

(2)提出書類

工事に必要な書類は、監督官の指示する様式により遅滞なく提出するものとす

る。

(3)工事工程表

ア 請負業者は、工事の着工に先立ち工事工程表を作成 し監督官に提出するも

のとす る。

イ エ事工程表を変更する必要が生 じた場合は、当該部分の施工に先立ち、監

督官の承認 を受け修正するものとする。

(4)施工計画書

請負業者は、総合的な計画をまとめた施工計画書を作成 し監督官に提出するも

のとする。

(5)施工図

ア 請負業者は、工事の着工に先立ち施工図を作成 し監督官に提出するものとす

る。



イ 現場の収ま り、取 り合いの関係で設計図書によることが困難または不都合

な場合は、監督官 と協議の上、新たに施工図を作成 し、監督官の承認を受け

修正するものとする。

(6)材料の品質等

ア 本工事に使用する材料等は事前に監督官の検査を受けなければならない。

また、必要に応 じ公共建築改修工事標準仕様書によるほか設計図書に定める

所要の品質及び性能の証明となる資料を監督官に提出し確認を受けるものと

する。

イ 検査において不合格 となった材料等については、直ちに現場外へ搬出する

とともに良品と交換 し、再検査を受けるものとする。

(7)工事の記録等

ア 請負業者は、次の (ア)か ら(ウ)のいずれかに該当する場合、施工の記録、工事

写真、見本等を整備するものとする。

(ア)施 工によって隠薇 される等、後 日の日視による検査が不可能な場合又は容

易でない部分の施工を行 う場合。

(イ)一 工程の施工を完了 した場合。

(ウ)設 計図書に定められた施工の確認を行った場合。

イ エ事写真の撮影は、当該工事に関する部分以外の撮影を禁止する。写真は、

施工前、中、後及び施工に際 し隠蔽 となる箇所、使用材料等を撮影 し、カラー

印刷にてアルバム (A4版)に整理の上、提出するものとす る。

ウ エ事の施工に際 し、試験を行った場合は、直ちに記録するものとする。

(8)監督検査

ア 監督・検査については、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領により

実施するものとす る。

イ エ事の既設部分検査、中間検査及び完成検査に当たっては現場代理人の立会

を要するものとする。

ウ 請負業者は、次の (ア)か ら(ウ)に示す要件を全て満たした場合、工事完成通知

書及び工事完成検査願を提出の上、完成検査を受けるものとする。

(ア)設 計図書に示す全ての工事が完了 していること。

(イ)監 督官か ら是正を受けた事項について、全て完了していること。

(ウ)仕 様書に定められた提出書類の整備が全て完了 していること。

工 検査に不合格があった箇所については速やかに是正 し、再度検査を受けなけ

ればならない。

(9)発生材 (有価物)及び産業廃棄物の処理等

ア 発生材が発生 した場合は監督官が指示する場所に整理集積 し、材質ごとに重

量を計測後、発生材調書を添えて引き渡す ものとする。

イ 撤去に伴 う産業廃棄物は、請負業者の責任において処分す るものとし、処分

業者の発行する産業廃棄物管理票の写 しを監督官に提出するものとする。



(10)基地内における規定事項の遵守

ア 本工事の実施にあたっての入門及び行動は、交通法規及び基地規則を遵守 し

て行 うものとし、工事場所以外への立入 りを禁止する。やむを得ず工事場所以

外への立入 りを必要 とする場合は、監督官に確認の上で行 うものとする。

イ 火気を使用する場合は、火気使用申請書を提出するもの とする。また、その

際、消火器等を準備 し安全対策の処置を行 うものとする。

ウ エ事において使用する水及び電気においては、原則 として請負業者が用意す

るものとする。

工 仮設の建物を設置す る必要がある場合は、監督官 と調整 し必要な処置を講ず

るものとする。

(11)図 書等の取扱い

設計図書等は、施工の目的以外に第二者に対 して貸与、複製又は閲覧 させては

ならない。なお監督官側 より交付 された設計図書等は工事完成後速やかに返却す

るものとする。

(12)工事現場管理

ア 現場代理人は主任技術者を兼ねることができる。また、工事現場においては

常に整理整頓を心掛け、特に危険箇所の点検を実施する等、事故の未然防止に

努めなければならない。

イ 請負業者は下請業者を採用する場合は施工体制台帳及び施工体系図を作成

し、建設業の許可書及び契約書等の写 し (下請共)を工事現場に備えるととも

に監督官に提出する。

ウ 基地内の施設及び工作物、備品の保護には十分注意を払 うものとし、万一不

注意により破損 した場合は、請負業者の負担において原形に復旧するものとす

る。

工 道路又はその付近で作業を実施する場合は、標示及び信号を設置する等の安

全対策を講 じなければな らない。

(13)事故報告

請負業者は、工事の施工中に事故等が発生 した場合は速やかに監督官に報告す

るとともに、必要な処置を講ずるものとする。

6 特記事項

(1)共通事項

ア 仕様書及び図面に記載 されていない施工上必要な事項については、監督官 と

協議する。また、技術上当然施工すべき事項については、請負業者の負担 と

任において実施するものとする。

イ 資材置場、駐車場、喫煙場所等は、事前に監督官 と調整するものとする。

ウ 作業後は作業場所周辺の清掃を実施 し、監督官の確認を受けるものとする。

工 基地特性上、天候の急変、濃霧又は強風等による施工への悪影響が予想 され

る場合は作業中止 とする。



(2)仮設工事

ア 施工範囲外に塵埃及び塗料等が飛散 しないように養生するものとする。

イ 足場は枠組本足場 とする。

(3)撤去工事

ア 既存塗膜除去は屋根及び外壁共にRB種 とする。

イ 浮き部、錆及び脆弱な既存部は確実に除去 し、活膜は活かす ものとする。

ウ 既存シー リング材を撤去する時は、 日地被着体に沿ってカッター等で切 り込

みを入れ、出来る限 り除去する。

工 浮き部等の欠損部周辺の改修正法は、充填工法 とする。

(4)建具工事

ア 建具改修は、撤去か ら更新までの時間を短 くし、悪天候時は作業を中止す

る。

イ 窓及び扉の建具改修は、かぶせ工法 とする。

ウ 建具周囲のシー リング材は、JIS A 5758と し、MS-2と する。

(5)防水工事

ア 湿度又は強風が塗膜防水材製造所等の施工基準範囲を超える恐れがある場合

は作業を中止する。特に、プライマーの接着不良や、吹付塗料の飛散防止には

十分留意 して施工するものとする。

イ プライマー施工前に塵埃等が認 められる場合は、確実に塵埃等を除去する。

ウ 塗膜防水材は JIS A 6021(建築用塗膜防水材)に基づき、ウレタンゴム系高

伸長形塗膜防水を基準 とする。

エ タテ ロ地及び打継 目地のシー リング材は、JIS A 5758と し、PU-2と する。

オ 塗膜防水に用いるシー リング材は、主材料の製造所の指定する製品とし、事

前に監督官の確認を受けるものとする。

力 ひび割れ部から漏水又は錆汁が出ている場合の改修方法は、監督官 と協議す

るものとす る。

キ 外壁ひび割れ部改修工法は、Uカ ッ トシール材充填工法 とする。

ク Uカ ッ トシール材充填工法のシー リング材は PU-2と する。

ケ 鉄筋等に錆を認めた場合は、鉄筋等の健全部が露出するまで錆を除去 し、防

錆処理を行 う。

コ 仕上塗材は、JIS A 6909(建 築用仕上塗材)と し、マンセル値 2.5Y7.5/1.5

とし色見本版により監督官の承認を得るものとする。

サ 防水工事の保証期間は完成検査後 10年間とし、製造者、施工者及び請負者の

二者連名による保証書を監督官に提出するものとする。
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案  内

件  名 #88防 水改修工事

図  名 案 内 図

縮  尺 S=NS

図

面

番

号

1  ′

/   6

発生材置場 (鋼 製扉、窓等 )

監督官詰所

至 内川内

至長浜
正

下甑 分 屯 基 地

至 内川内
N

施工場所

#88
ご

改修基準数量表

正

Tη

施 工 場 所 改修仕様 数   量

外 壁 面 積 塗膜防水塗 装 337耐

外 壁 ク ラ ック延 長 Uカ ツトシール 109.2 rn

折板屋根面積 塗膜 防 水塗 装 579 6ボ

建具 (窓 ・ 扉 ) か ぶ せ工 法 12箇 所

7.9ボ空調用配管 、鋼 製 BOX面 積 塗膜 防水塗 装

各種 目地 、建具周 囲 シー リング

“

S-2  PU-2 359 8 rn
至長 浜

下甑 分 屯 基 地  配 置 図

「関係者以外不許複製」

航 空 自 衛 隊 下 甑 分 屯 基 地
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/
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件  名 #88防 水改修工事

図  名 #88立 面図、屋根伏図

縮  尺 S=NS

図

面

番

号

,   ´~ /

′   6

ブ

レーム

H=2(Ю

L=600

A面立面図 B面 立面図

150重ねタイブ

1‐ =一 ―・・・・・ ― 一

8

リート H=2(X リー ト打放 し

C面 立面 図 D面 立面図

日面

「関係者以外不許複製」

―
―
＝
涸

折薇 H=160 重ねタイプ

フッ素樹脂銅極 ア0.6無槻質断熱材 ア4裏貼 り

水勾配 1/20

屋根伏図

航 空 自 衛 隊 下 甑 分 屯 基 地



外壁補修 標準施工範囲

件  名 #88防 水改修工事

図  名 一不図

縮  尺 S=NS

図

面

番

号

3   ′

/   6

コンクリー
吹付タイ

タテ

は去更新 黒塗装

A面立面図 クラック長 約 45.6m B面立面図 クラック長 約 2.8m

5.750

コンクリ

微去更新
タテロ地 (20x10)

C面立面図 クラック長 約 38.7m D面立面図 クラック長 約 22.lm

凡   例

クラツク箇所 (外 壁面)

雨水滲み箇所 (室 内 )

し (3種 )

の上
|イ ル帥

＼

一 ＼

展開方向

※ 内壁 Uカ ツ トシー リ ン グ 多数

平面図

「関係者以外不許複製」

航 空 自 衛 隊 下 甑 分 屯 基 地

Ｉ
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周囲シーリング
二
=包

ア0

タ トフレーム
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~き
T「
「PI

見上_上二
ヽ
ヽ、

トフレームA型

250

タイトフレーム L=・ 1600

タイトフ

(重 始めっき処理 )

梁天通し 業間●600

コンクリートコテ仕上

種 )

吹付タイル

シーリング

シャッターBOx

|    |
L_型_」 既存外壁

下地調螢 (下地クラック、鶴汁流下、エフロレッセンス)

「関係者以外不許複製」

仕上げ保護養料 025短 /“以上 2回 盤リ

防水材 !7kE/耐 以上

増塗材 05～ 10絶/‖

T'C謗ト プライマー 01～ 05k“ /耐

件  名 #88防 水改修工事 図

面

番

号

4   ′

/  6
図  名 図   示

縮  尺 S=NS

航 空 自 衛 隊 下 甑 分 屯 基 地
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照明設備



外部アル ミサッシ (RC造 )(雨戸一体型)詳細図
換気フー ドカバーSUs 標準詳細図

20  75    76

「1口 壁 :複 合版  AEP
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10X7

日 ,51751
~~1~~

壁芯

外部扉断面詳細図

ン

20 75    76

「1口
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型_出

ヨ
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¬
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符号名称
/1ヽ

でフ 重 量 電 動 シ ャ ッター
/1ヽ
ョヽフ  鋼製片開き両面フラッシュ戸 G ffiF++-6s7r,=eErilr\ffi /らヽ

電3' 雨 戸枠一 体 型 アル ミ製引違 い窓 ③ アルミ製引違い窓

2
数  量

ろ
′

珍

LL上 _型 」

形 状寸法

~¬

取 外 し式 耐 風 柱

8

L型d

%
″

珍

L型」_型L」

~~¬

81

」
|    |

ヒ_型」

仕 上 見 込 ステール SOP ア1 6 SOP 枠 見 込 :100 扉 見 込 :40 アル ミ製 枠見込 70 シルバー仕上 ア ル ミ製  枠 見 込 70 シル バ ー 仕 上 アル ミ製  枠見込 :70
シルバー 仕上

硝  子
網入 型根ア 6.8 網 入 透 明ア 6.8 網入型板 ア 6 8

金  物

手動チ ェー ン、耐風仕様 (1 2 5kg/r)
取外 し式耐風柱 、附 属金物一式

シヤ ツター ケー ス  底板のみ

シヤ ッター ガイ ドレール

シ リンダー本締付モ ノ ロック錠 (1)
丁番 (3)
ステ ン レス沓繕-40X20X2

附属金物― 式  戸当 リ

ク レセ ン ト錠

附 属金物―式

アル ミ額縁  W=105
水 切 W=35

ク レセ ン ト錠

附目金物―式

アル ミ額縁  W=135
水切 W=35

ク レセ ン ト錠

附属金 物―式

アル ミ額緑 W=40
水切 W=90

シーリング (撤 去更新 ) 15X10 c種 (全 周 ) 10X' C種 (全 周 ) 10Xフ  C種 (全 周 ) 10X7 C種 (全 周 ) 10X7 C種 (全 周 )

建具 改修方法 か ぶ せ 工 法 か ぶ せ 工 法 か ぶ せ 工 法 かぶ せ 工 法

建具キー プラン図

⌒
てフ

⌒
てフ

/1ヽ

てフ ① ③

⌒
てフ

⑥

イ巧` 、

てフ
んヽ

てフ ③  ③  ③
/1｀、

電フ

建物番号表示詳細図 折板屋根詳細図
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¬
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88 国 国

「関係者以外不許複製」

※枠、文字共に黒色塗装

※建物番号 (黒)現場合わせ風色慶裏
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面

番
図  名 建 具 表

6  ′

′   6
縮  尺 S=NS

航 空 自 衛 隊 下 甑 分 屯 基 地

~~¬ ~~¬

晏|

―
|

|

」

¬
81

-―¬

§|

■ |

|

|

|

」

|

_」

~~1

~~~1

]



別紙様式第 1

(用紙A4)

一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和  年  月  日

契約担当官

航空 自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

住    所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

令和 6年 4月 18日 付で入札公告のあ りま した、#88防 水改修工事に係 る競争参加

資格について確認 されたく、下記の書類を添えて申請 します。

なお、予算決算及び会計令 (昭和 22年勅令第 165号 )第 70条の規定に該当する

者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違 と相違ないことを誓約 します。

記

1 入札説明書 6(3)ア に定める同種の工事の施工実績を記載 した書面

2 入札説明書 6(3)イ に定める配置予定の技術者の資格等を記載 した書面

3 入札説明書 6(3)工 に定める契約書の写 し

4 入札説明書 6(3)ウ に定める工程表を記載 した書面

以  上



別紙様式第 2

(用紙A4)

同 種 の 工 事 の 施 工 実 績

注 :1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付 した場合

は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付 した場合は契約書の写

しを添付すること。

3 記載する工事が、平成 13年 12月 25日 以降に完成 した防衛省発注機関 (防

衛施設局及び防衛施設支局を含む。)の発注 した工事の場合は、当該工事に係

る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写 しを添付すること。ただ

し、成績評定が行われなかった場合は、添付は要 しない。

工  事  名

発 注 機 関 名

工 事 場 所
(都道府県名、市町村名を記入する。 )

(百万円単位で記入す る。 )

契 約 金 額

工 期
年  月～   年  月

単体/JV(出 資比率 )

工

事

名

称

等
受 注 形 態 等

構 造 形 式

規 模 ・ 寸 法

使用機材 0数量

施 工 条 件
(市街地・軟弱地質等 )

工

事

概

要

そ  の  他

CORINS登録 の有 無 有 (CORINS登 録番号 鉦



注

別紙様式第 3

(用紙A4)
配 置 予 定 の 技 術 者

1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付 した場合

は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付 した場合は契約書の写 し

を添付すること。

3 記載する工事が、平成 13年 12月 25日 以降に完成 した防衛省発注機関 (防

衛施設局及び防衛施設支局を含む。)の発注 した工事の場合は、当該工事に係

る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写 しを添付すること。ただ

し、成績評定が行われなかった場合は、添付は要 しない。

項
日

日 主任技術者又は監理技術者

氏 名

(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。 )最 終 学 歴

法 令  に よ る

資 格 0免 許

(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日
、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登
録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修
了証番号を記入する。)

工   事   名

発 注 者 名

工 事 場 所 (都道府県名、市町村名 を記入する。 )

(百万円単位で記入する)契 約 金 額

工 期 年   月 年   月

従 事 役 職 (現場代理人、主任 (監理)技術者等の名称 )

工 事 内 容

工事概要

CORINS登 録 の有 無 有 (CORINS登 録番号 )無

工   事   名

発 注 者 名

工 期 年  月 年   月

従 事 役 職 (現場代理人、主任 (監理)技術者等の名称 )

本工事 と重複する

場 合 の対応 措 置

申請時に

おける他

工事の従

事状況等

CORINS登 録 の有 無 有 (CORINS登 録番号 )無



別紙様式第 4

(用紙A4)

工  程  表
工事名

会社名

項

目

単

位

数
薫 三

ヨ聖

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

■工程管理に対する技術的所見


